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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一対の貫通孔に酸化錫からなる電極を設けた溶解槽に導入したガラス原料を
溶解してガラス基板を製造する方法において、
　前記ガラス基板に含まれる酸化錫の重量と、前記ガラス原料から前記ガラス基板に供給
される酸化錫の重量との差に基づいて、前記電極から前記ガラス基板への酸化錫の溶出重
量を求める工程と、
　前記溶出重量と一対の前記電極の電圧値とに基づいて前記電極の浸食長さを求め、求め
た浸食長さだけ前記電極を溶融ガラス方向へ押し出す、
　ことを特徴とするガラス基板の製造方法。
【請求項２】
　前記電極の電圧値は、前記電極の先端面が前記溶解槽の内表面から前記貫通孔の内側に
窪んだ状態になると上昇する、
　請求項１に記載のガラス基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガラス基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　例えばフラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）用のガラス基板を製造する場合、一般に
、溶解槽に投入されたガラス原料を溶解させて溶融ガラスがつくられる。この溶融ガラス
は、脱泡等により清澄されたのち、成形装置でシート状ガラスに成形される。このシート
状ガラスが所定の長さで切断されることによりガラス基板が得られる。
【０００３】
　ガラス原料を溶解して溶融ガラスをつくるとき、溶融ガラスの液面上に投入されたガラ
ス原料は、バーナー等の火炎により溶解される。具体的には、ガラス原料は、バーナー等
により加熱された炉壁の熱輻射や高温化した気相雰囲気により次第に溶解を始め、下方の
溶融ガラスに溶けて行く。一方、溶融ガラスは、溶解槽に蓄えられ、溶融ガラスと接触す
る一対の電極を用いて通電される。この通電により、溶融ガラス自身はジュール熱を発し
、このジュール熱が溶融ガラス自身を加熱する。
【０００４】
　溶解槽に用いる電極に使用する材料として、白金や白金ロジウム合金、モリブデン、酸
化錫等の耐熱性材料を使用することが知られている（特許文献１）。
　酸化錫やモリブデンを用いた電極は、溶融ガラスと接触した先端の部分が浸食によって
減耗し、経時的に短小化してしまう。浸食により電極の先端の位置が所定の位置よりも後
退すると、溶解槽の壁により多くの電流が流れて、溶解槽の壁が浸食されるおそれがある
。そのため、電極が浸食されてその先端の位置が所定の位置よりも後退したら、電極の先
端が所定の位置になるように、電極を溶解槽の内側へ向けて押し込む必要がある（特許文
献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２９２３２３号公報
【特許文献２】特開昭５６－５３３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来の技術では、操業中に電極が浸食された長さを正確に推定する
ことが困難であった。そのため、溶解槽の操業を本来可能な操業期間よりも短い期間で停
止して、溶解槽のメンテナンスを行わざるを得なかった。
　そこで、本発明は、操業中に溶解槽の電極が浸食された長さを正確に推定し、操業期間
を延長することができるガラス基板の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、少なくとも一対の貫通孔に酸化錫からなる電極を設けた溶解槽に導
入したガラス原料を溶解してガラス基板を製造する方法である。このガラス基板の製造方
法は、前記ガラス基板に含まれる酸化錫の重量と、前記ガラス原料から前記ガラス基板に
供給される酸化錫の重量との差に基づいて、前記電極から前記ガラス基板への酸化錫の溶
出重量を求める工程と；前記溶出重量に基づいて前記電極の浸食長さを求める工程と；前
記浸食長さに基づいて、前記電極を所定の位置まで溶融ガラス方向へ押し出す工程と；を
有する。
　上記態様のガラス基板の製造方法は、前記浸食長さを、前記ガラス基板が製造された時
間で除して、前記電極の浸食速度を求める工程を有してもよい。
　また、上記態様のガラス基板の製造方法は、前記溶融ガラスを通電加熱する工程は、前
記電極の冷却量を調節可能な冷却装置を用いて前記電極を冷却する工程を有し、前記電極
を冷却する工程において、前記浸食速度と前記冷却量との相関を求め、その相関に基づい
て、前記浸食速度を低下させるように、前記冷却量を調節してもよい。
【発明の効果】
【０００８】
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　上記の態様によれば、操業中に溶解槽の電極が浸食された長さを正確に推定し、溶解槽
の操業期間を延長することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施形態のガラスの製造方法の工程を説明する工程図である。
【図２】図１に示す溶解工程から切断工程までを行う装置を模式的に示す図である。
【図３】図１に示す溶解工程を行う溶解槽を説明する図である。
【図４】（ａ）は電極体の配置を示す電極体周辺の水平断面図であり、（ｂ）は電極体の
浸食を示す電極体周辺の水平断面図である。
【図５】電極体の浸食速度と冷却量との相関を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本実施形態のガラスの製造方法について説明する。図１は、本実施形態のガラス
基板の製造方法の工程を説明する工程図である。
　ガラス基板の製造方法は、溶解工程（ＳＴ１）と、清澄工程（ＳＴ２）と、均質化工程
（ＳＴ３）と、供給工程（ＳＴ４）と、成形工程（ＳＴ５）と、徐冷工程（ＳＴ６）と、
切断工程（ＳＴ７）と、を主に有する。この他に、研削工程、研磨工程、洗浄工程、検査
工程、梱包工程等を有し、梱包工程で積層された複数のガラス板は、納入先の業者に搬送
される。
【００１１】
　図２は、溶解工程（ＳＴ１）から切断工程（ＳＴ７）までを行う装置を模式的に示す図
である。当該装置は、図２に示すように、主に溶解装置２００と、成形装置３００と、切
断装置４００と、を有する。溶解装置２００は、溶解槽２０１と、清澄槽２０２と、攪拌
槽２０３と、第１配管２０４と、第２配管２０５と、を主に有する。
【００１２】
　溶解工程（ＳＴ１）では、溶解槽２０１内に供給されたガラス原料を、バーナー２０６
（図３参照）から発する火焔で加熱して溶解することで、溶融ガラスＭＧが作られる。こ
の後、電極体（電極）２０８（図３参照）を用いて溶融ガラスＭＧが通電加熱される。
　清澄工程（ＳＴ２）は、清澄槽２０２において行われる。清澄槽２０２内の溶融ガラス
ＭＧが加熱されることにより、溶融ガラスＭＧ中に含まれるＯ２等の気泡は、清澄剤の還
元反応により生成される酸素を吸収して成長し、液面に浮上して放出される。あるいは、
気泡中の酸素等のガス成分が、清澄剤の酸化反応のために溶融ガラス中に吸収されて、気
泡が消滅する。
　均質化工程（ＳＴ３）では、第１配管２０４を通って供給された攪拌槽２０３内の溶融
ガラスＭＧがスターラを用いて攪拌されることにより、ガラス成分の均質化が行われる。
　供給工程（ＳＴ４）では、第２配管２０５を通して溶融ガラスＭＧが成形装置３００に
供給される。
【００１３】
　成形装置３００では、成形工程（ＳＴ５）及び徐冷工程（ＳＴ６）が行われる。
　成形工程（ＳＴ５）では、溶融ガラスＭＧがシート状ガラスに成形され、シート状ガラ
スの流れが作られる。本実施形態では、オーバーフローダウンドロー法を用いる。徐冷工
程（ＳＴ６）では、成形されて流れるシート状ガラスが所望の厚さになり、内部歪が生じ
ないように、さらに、熱収縮率が大きくならないように、冷却される。
　切断工程（ＳＴ７）では、切断装置４００において、成形装置３００から供給されたシ
ート状ガラスを所定の長さに切断することで、ガラス基板が得られる。切断されたガラス
基板は、さらに所定のサイズに切断され、目標サイズのガラス基板が作られる。この後、
ガラス基板は、端面の研削および研磨がされ、洗浄が行われ、さらに気泡や脈理等の異常
欠陥の有無が検査され、検査合格品のガラス基板が最終製品として梱包される。
【００１４】
　図３は、溶解工程を行う溶解槽２０１を説明する図である。
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　溶解槽２０１は、耐火レンガである耐火物部材により構成された壁２１０を有する。溶
解槽２０１は、壁２１０で囲まれた内部空間を有する。溶解槽２０１の内部空間は、上記
空間に投入されたガラス原料が溶解してできた溶融ガラスＭＧを加熱しながら収容する液
槽Ｂと、溶融ガラスＭＧの上層に形成され、ガラス原料が投入される、気相である上部空
間Ａとを有する。
　上部空間Ａの壁２１０には、燃料と酸素等を混合した燃焼ガスが燃焼して火炎を発する
バーナー２０６が設けられる。バーナー２０６は火炎によって上部空間Ａの耐火物部材を
加熱して壁２１０を高温にする。ガラス原料は、高温になった壁２１０の輻射熱により、
また、高温となった気相の雰囲気により加熱されて溶解する。
【００１５】
　溶解槽２０１の液槽Ｂの向かい合う壁２１０，２１０には、それぞれ３つの貫通孔２１
０ａが設けられている。貫通孔２１０ａには、酸化錫からなる３対の電極体２０８が配置
されている。電極体２０８は、酸化錫以外にも、例えばモリブデン等の耐熱性を有する導
電性材料で構成することができる。３対の電極体２０８はいずれも、貫通孔２１０ａを通
して溶解槽２０１の外側から液槽Ｂの内壁面に向かって延びている。
【００１６】
　３対の電極体２０８のそれぞれの対のうち、図中奥側の電極体は図示されていない。３
対の電極体２０８の各対は、溶融ガラスＭＧを通してお互いに対向するように、貫通孔２
１０ａに配置されている。各対の電極体２０８は、正電極、負電極となってこの電極間の
溶融ガラスＭＧに電流を流す。この通電により溶融ガラスＭＧにジュール熱が発生し、溶
融ガラスＭＧは自ら発するジュール熱により加熱される。溶解槽２０１では、溶融ガラス
ＭＧは例えば１５００℃以上に加熱される。加熱された溶融ガラスＭＧは、ガラス供給管
を通して清澄槽２０２へ送られる。
【００１７】
　本実施形態では、溶解槽２０１には３対の電極体２０８が設けられるが、１対、２対あ
るいは４対以上の電極体が設けられてもよい。すなわち、本実施形態では、少なくとも一
対の貫通孔２１０ａ，２１０ａの各々に電極体２０８を設けた溶解槽２０１を用い、溶解
槽２０１に収納したガラスを溶解する。
【００１８】
　図４の（ａ）は電極体２０８の配置を示す電極体２０８周辺の水平断面図である。図４
の（ｂ）は電極体２０８の浸食を説明する電極体周辺の水平断面図である。図４では、電
極体２０８に設けられるコネクタ等の図示は省略されている。
　電極体２０８は、複数の長尺状の電極体要素２０８ａを一方向に延びるように束ねた複
合体であり、電極体要素２０８ａの各々が溶融ガラスＭＧに通電する。本実施形態では、
電極体２０８は、縦方向に４段、横方向に４列、合計１６本の電極体要素２０８ａで構成
されている。電極体要素２０８ａからなる複合体としての電極体２０８は、本実施形態の
ように、縦方向に４段、横方向に４列、合計１６本の電極体要素２０８ａで構成されるこ
とに限定されず、合計本数、縦方向の段数、横方向の列数は特に制限されない。例えば、
電極体２０８は、１つの電極体要素２０８ａで構成されてもよい。
【００１９】
　電極体２０８は、設置時に、先端面２０８ｆの位置が溶解槽２０１の液槽Ｂの内壁面（
壁２１０の内表面）の位置Ｐ０に合せられている。すなわち、電極体２０８の先端面２０
８ｆと壁２１０の内表面とは段差なく隣接している。すなわち、先端面２０８ｆは、溶解
槽２０１の内壁面と同一の平面上に配置することができる。なお、電極２０８の先端面２
０８ｆは、ある程度、溶解槽２０１の壁２１０の内表面よりも貫通孔２１０ａの内側に窪
むように配置しても良いが、先端面２０８ｆの位置を壁２１０の内表面の位置Ｐ０に合せ
ることで、電極体２０８の浸食および壁２１０を構成する耐火物部材の浸食を低減するこ
とができる。
【００２０】
　電極体２０８は、溶融ガラスＭＧを通電加熱することで、溶融ガラスＭＧに接する先端
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部が溶融ガラスＭＧによって浸食されて磨耗し、図４の（ｂ）に示すように、先端面２０
８ｆの位置が壁２１０の内表面の位置Ｐ０よりも溶解槽２０１の外側へ後退していく。こ
のように、電極体２０８の先端面２０８ｆが壁２１０の内表面から貫通孔２１０ａの内側
に窪んだ状態になると、対向する電極体２０８，２０８間の電圧が上昇するだけでなく、
電極体２０８の近傍の壁２１０が浸食されやすくなる。
【００２１】
　そのため、電極体２０８は、溶融ガラスＭＧによって浸食されて摩耗した場合、電極体
２０８を溶融ガラスＭＧ方向に押し出すことができるように構成されている。具体的には
、溶解槽２０１の外側に、電極体２０８を溶融ガラスＭＧ方向へ押圧する押圧構造２２０
が設けられている。押圧構造２２０は、電極体２０８の各段の電極体要素２０８ａに横方
向に掛け渡された水平治具２２１と、水平治具１１２に縦方向に掛け渡された垂直治具２
２２と、溶解槽２０１の外側の不図示のフレーム状の構造体に固定されたウォームジャッ
キ２２３と、を備えている。押圧構造２２０は、水平治具２２１及び垂直治具２２２を介
してウォームジャッキ２２３によって電極体２０８の後端面２０８ｂに押圧力を作用させ
、電極体２０８を溶融ガラスＭＧ方向に押し出すように構成されている。
【００２２】
　すなわち、電極体２０８が溶融ガラスＭＧの浸食によって摩耗した場合、図４（ｂ）に
示すように、押圧構造２２０のウォームジャッキ２２３を操作することにより、電極体２
０８が浸食された長さ（浸食長さ）Ｌだけ、電極体２０８を溶融ガラスＭＧ方向に押し出
すことができる。こうして、電極体２０８は、通電により溶融ガラスＭＧを安定して加熱
することができる。なお、電極体２０８は、後端面２０８ｂに新しい電極体２０８を継ぎ
足す場合を除き、溶融ガラスＭＧに対する通電を継続したまま、溶融ガラスＭＧ方向へ押
し出すことが好ましい。また、複数の電極体２０８を一括して押し出すこともできるが、
溶解条件の急激な変動を防止する観点から、電極体２０８の押し出しは１つずつ順次行っ
ていくことが好ましい。
【００２３】
　ここで、従来の電極体２０８の浸食長さＬの推定方法について説明する。
　従来は、電極体２０８の浸食長さＬを求めるために、溶解槽２０１の操業を一時的に停
止した際に残存した電極体２０８の長さＬ１を測定していた。具体的には、元の電極体の
長さＬ０と残存した電極体２０８の長さＬ１との差から、実際に電極２０８が浸食された
長さ（浸食長さ）Ｌを求め、その浸食長さＬを操業日数で割ることで一日あたりの浸食長
さ（Ｌ／日）を求めていた。そして、溶解槽２０８の操業を再開した後、上記のように求
めた一日あたりの電極体２０８の浸食長さ（Ｌ／日）と操業日数とに基づいて、操業中の
溶解槽２０１における電極体２０８の浸食長さＬを推定していた。
【００２４】
　しかし、電極体２０８が浸食される速度は、溶解槽２０１における種々の条件によって
変化する。溶解槽２０１の操業を一時停止する前の条件と、溶解槽２０１の操業を再開し
た後の条件とは、必ずしも一致しない。したがって、操業を一時停止する前と操業再開後
の溶解槽２０１における一日あたりの電極体２０８の浸食長さ（Ｌ／日）は異なる場合が
あり、操業中の電極体２０８の浸食長さＬを正確に推定することが困難であった。そのた
め、溶解槽２０１の操業を、本来可能な操業期間よりも短い期間で一時停止して、溶解槽
２０１のメンテナンスを行わざるを得なかった。
【００２５】
　そこで、本実施形態では、以下の手順により操業中の溶解槽２０１における電極体２０
８の浸食長さＬを求めている。まず、ガラス基板に含まれる酸化錫の重量と、ガラス原料
からガラス基板に供給される酸化錫の重量との差に基づいて、電極体２０８からガラス基
板への酸化錫の溶出重量を求める。次に、求めた溶出重量に基づいて電極体２０８の浸食
長さＬを求める。
【００２６】
　以下、本実施形態の電極体２０８の浸食長さＬの推定方法について詳細に説明する。
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　まず、電極体２０８からガラス基板への酸化錫の溶出重量を求めるために、ガラス基板
に含まれる酸化錫の重量と、ガラス原料からガラス基板に供給される酸化錫の重量とを求
める。
【００２７】
（ガラス基板に含まれる酸化錫の重量）
　ガラス基板に含まれる酸化錫の重量は、次の手順により求める。
　まず、溶解槽２０１の操業中に、図１に示す切断工程ＳＴ７を経て得られたガラス基板
を採取し、ガラス基板の組成分析を行うことにより、ガラス基板の組成中の酸化錫の含有
率ｇ（ｗｔ％）を求める。所定の期間Ｔに生産されたガラス基板の重量ＭＧは既知である
ので、以下の式（１）に示されるように、ガラス基板の組成中の酸化錫の含有率ｇから、
所定の期間Ｔに生産されたガラス基板に含まれる酸化錫の重量Ｗが求められる。
　Ｗ＝ｇ・ＭＧ　・・・（１）
【００２８】
（ガラス原料からガラス基板に供給される酸化錫の重量）
　ガラス原料からガラス基板に供給される酸化錫の重量は、以下の手順により求める。
　ガラス原料は、ガラス基板の組成の各成分の供給源である粉末状の物質が混合された原
料粉末と、ガラス基板を破砕したカレットとを所定の比ｘ：ｙで混合したものが用いられ
る。したがって、所定の期間Ｔにガラス原料からガラス基板に供給される酸化錫の重量Ｒ
は、以下の式（２）に示されるように、原料粉末から供給される酸化錫の重量Ｐと、カレ
ットから供給される酸化錫の重量Ｑとの和である。
　Ｒ＝Ｐ＋Ｑ　・・・（２）
【００２９】
　所定の期間Ｔに投入された原料粉末からガラス基板に供給される酸化錫の重量Ｐは、所
定の期間Ｔに投入された原料粉末の重量Ｗｂと、単位重量あたりの原料粉末における酸化
錫の含有率ａ（ｗｔ％）と、単位重量あたりの原料粉末を溶解する際に揮発する酸化錫の
比率ｂ（ｗｔ％）と、から以下の式（３）に示すように求められる。
　Ｐ＝（ａ－ｂ）・Ｗｂ　・・・（３）
【００３０】
　また、所定の期間Ｔに投入されたカレットからガラス基板に供給される酸化錫の重量Ｑ
は、所定の期間Ｔに投入されたカレットの重量Ｗｃと、ガラス基板の組成中の酸化錫の含
有率ｇ（ｗｔ％）と、から以下の式（４）に示すように求められる。
　Ｑ＝ｇ・Ｗｃ　・・・（４）
【００３１】
　所定の期間Ｔに投入された原料粉末の重量Ｗｂおよびカレットの重量Ｗｃが不明の場合
、これらの重量は所定の期間Ｔに製造されたガラス基板の重量ＭＧから以下の式（５）及
び（６）に示すように求めることができる。ここで、ガラス原料中の原料粉末の重量とカ
レットとの重量の比は既知であり、原料粉末の重量とカレットの重量との比はｘ：ｙとす
る。
　Ｗｂ＝ＭＧ・ｘ／（ｘ＋ｙ）　・・・（５）
　Ｗｃ＝ＭＧ・ｙ／（ｘ＋ｙ）　・・・（６）
【００３２】
（電極体からガラス基板への酸化錫の溶出重量）
　以上のように求めた、所定の期間Ｔに生産されたガラス基板に含まれる酸化錫の重量Ｗ
と、所定の期間Ｔにガラス原料からガラス基板に供給される酸化錫の重量Ｒとに基づき、
以下の式（７）に示すように、電極体２０８からガラス基板への酸化錫の溶出重量Ｚを求
める。
　Ｚ＝Ｗ－Ｒ　・・・（７）
【００３３】
（電極体の浸食長さ）
　次に、上記のように求めた電極体２０８からガラス基板への酸化錫の溶出重量Ｚに基づ
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いて、電極体２０８の浸食長さＬを求める。具体的には、以下の式（８）に示すように、
溶出重量Ｚと、電極体２０８の断面積Ａと、酸化錫の比重ｓｇとに基づいて、電極体２０
８の浸食長さＬを求める。
　Ｌ＝Ｚ／ｓｇ／Ａ　・・・（８）
【００３４】
　以上説明したように、本実施形態によれば、操業中に実際に電極体２０８から溶出した
酸化錫の重量である溶出重量Ｚを求め、その結果に基づいて電極体２０８の浸食長さＬを
求めている。したがって、操業中の溶解槽２０１における各種の条件の変動が反映された
電極体２０８の浸食長さＬを求めることができ、従来と比較してより正確に操業中の溶解
槽２０１における電極体２０８の浸食長さＬを推定することができる。
【００３５】
　従来は、溶融ガラスの清澄剤として、比較的低い温度で清澄機能を発揮するＡｓ２Ｏ３

等が用いられていた。また、溶融ガラスの高温粘性が比較的低く、アルカリ成分を比較的
多く含んだアルカリガラスが用いられていた。そのため、溶融ガラスの温度は比較的低く
、溶融ガラスを通電加熱するための電極体の浸食は比較的緩やかで規則的であった。した
がって、操業を停止したときの電極の浸食長さに基づいて一日あたりの浸食長さを求め、
その一日あたりの浸食長さに基づいて、操業再開後の電極の浸食長さを比較的精度よく推
定することが可能であった。
【００３６】
　しかし、本実施形態において、溶融ガラスＭＧは、以下の（Ａ）～（Ｃ）の場合、従来
に比べて高温に加熱される。従来に比べて溶融ガラスＭＧを高温に加熱する場合、従来よ
りも電極体２０８および溶解槽２０１の壁２１０の浸食の問題が顕著になる。したがって
、本実施形態のように、電極体２０８の浸食長さＬを正確に推定し、電極体２０８の先端
面２０８ｆを溶解槽２０１の壁２１０の内表面の位置Ｐ０に正確に位置合わせすることに
よる、電極体２０８および溶解槽２０１の延命効果が顕著になる。
【００３７】
（Ａ）従来から清澄剤として用いられてきたＡｓ２Ｏ３等に比べてＳｎＯ２は毒性が少な
いので、環境負荷低減の点から、清澄剤としてＳｎＯ２を用いることが好ましい。しかし
、清澄剤として用いられてきたＡｓ２Ｏ３等に比べて清澄機能が劣るＳｎＯ２の清澄機能
を効果的に機能させるために、溶融ガラスＭＧの温度は従来よりも高温にする。
【００３８】
（Ｂ）溶融ガラスＭＧの１０２．５ポアズにおける温度が１５００℃以上である場合、溶
融ガラスＭＧは高温粘性が高いため、清澄工程における脱泡処理において従来と同様の粘
性を保つために、溶融ガラスＭＧを高温にする。
【００３９】
（Ｃ）本実施形態において作製されるガラス基板をフラットパネルディスプレイ用のガラ
ス基板に用いる場合が挙げられる。フラットパネルディスプレイ(液晶ディスプレイや有
機ＥＬディスプレイ等)に用いるガラス基板には、その表面にＴＦＴ（Thin Film Transis
tor)を使用される。この場合、ＴＦＴの影響を抑制する観点から、無アルカリガラスを用
いた無アルカリガラスガラス板、あるいは、アルカリ成分を微量含有させるアルカリ微量
含有ガラスを用いたアルカリ微量含有ガラス板が好適に用いられる。しかし、アルカリ微
量含有ガラス板あるいは無アルカリガラス板は、高温粘性が高い。高温粘性が高いガラス
板を製造する場合、従来のアルカリガラスのガラス板を製造する場合よりも溶融ガラスＭ
Ｇの温度を高温にする。
【００４０】
　本実施形態で用いられるガラス基板のガラス組成は例えば以下のものを挙げることがで
きる。以下に示す組成の含有率表示は、質量％である。
ＳｉＯ２：５０～７０％、
Ａｌ２Ｏ３：０～２５％、
Ｂ２Ｏ３：１～１５％、
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ＭｇＯ：０～１０％、
ＣａＯ：０～２０％、
ＳｒＯ：０～２０％、
ＢａＯ：０～１０％、
ＲＯ：５～３０％（ただし、ＲはＭｇ、Ｃａ、ＳｒおよびＢａから選ばれる少なくとも１
種であり、ガラス基板が含有するものである)、
を含有する無アルカリガラスであることが、好ましい。
【００４１】
　なお、本実施形態では無アルカリガラスとしたが、ガラス基板はアルカリ金属を微量含
んだアルカリ微量含有ガラスであってもよい。アルカリ金属を含有させる場合、Ｒ’２Ｏ
の合計が０．１０％以上０．５％以下、好ましくは０．２０％以上０．５％以下(ただし
、Ｒ’はＬｉ、ＮａおよびＫから選ばれる少なくとも１種であり、ガラス基板が含有する
ものである)含むことが好ましい。勿論、Ｒ’２Ｏの合計が０．１０％より低くてもよい
。また、Ａｓ２Ｏ３、Ｓｂ２Ｏ３およびＰｂＯを実質的に含まないことが好ましい。
　また、本発明のガラス基板の製造方法を適用する場合は、ガラス組成物が、上記各成分
に加えて、質量％で表示して、ＳｎＯ２：０．０１～１％（好ましくは０．０１～０．５
％）、Ｆｅ２Ｏ３：０～０．２％（好ましくは０．０１～０．０８％）を含有し、環境負
荷を考慮して、Ａｓ２Ｏ３、Ｓｂ２Ｏ３およびＰｂＯを実質的に含有しないようにガラス
原料を調製してもよい。
【００４２】
　さらに、上述した成分に加え、本実施形態のガラス基板に用いるガラスは、ガラスの様
々な物理的、溶融、清澄、および、成形の特性を調節するために、様々な他の酸化物を含
有しても差し支えない。そのような他の酸化物の例としては、以下に限られないが、Ｔｉ
Ｏ２、ＭｎＯ、ＺｎＯ、Ｎｂ２Ｏ５、ＭｏＯ３、Ｔａ２Ｏ５、ＷＯ３、Ｙ２Ｏ３、および
、Ｌａ２Ｏ３が挙げられる。
【００４３】
　次に、上記のように求めた電極体２０８の浸食長さＬに基づいて、電極体２０８を所定
の位置まで溶融ガラスＭＧ方向へ押し出す工程について説明する。
　上記のように求めた電極体２０８の浸食長さＬが、予め定められた上限値に達したら、
図４（ｂ）に示す押圧構造２２０のウォームジャッキ２２３を操作することにより、電極
体２０８が浸食された長さＬだけ、電極体２０８を溶融ガラスＭＧ方向に押し出す。
　浸食長さＬの上限値は、例えば、溶融ガラスＭＧを挟んで対向する電極体２０８，２０
８間の電圧値、溶解槽２０１の壁２１０を構成する耐火レンガの浸食などを考慮して決定
する。溶解槽２０１の内部空間はバーナー２０６が設けられた位置によって温度が異なる
ため、３対の電極体２０８で浸食された長さＬが異なる場合がある。このため、各電極体
２０８において、浸食長さＬを推定してもよく、また、３対の電極体２０８の浸食長さＬ
の平均値を、浸食長さＬを推定してもよい。
【００４４】
　このように電極体２０８が浸食された長さＬだけ、電極体２０８を溶融ガラスＭＧ方向
に押し出すことで、電極体２０８の先端面２０８ｆが、溶解槽２０１の壁２１０の内表面
の位置Ｐ０に配置される。したがって、溶融ガラスＭＧを挟んで対抗する電極体２０８，
２０８間の電圧が増大することを防止し、溶解槽２０１の壁２１０を構成する耐火レンガ
の浸食量の増加を抑制し、電極体２０８及び溶解槽２０１を長期間、安定して操業するこ
とができる。よって、溶解槽２０１の操業期間を従来よりも延長することができる。
【００４５】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
　本実施形態では、以下の式（９）に示すように、電極体２０８の浸食長さＬと、ガラス
基板が製造された所定の期間（時間）Ｔとに基づいて、電極体２０８の浸食速度Ｓを求め
る。
　Ｓ＝Ｌ／Ｔ　・・・（９）
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【００４６】
　図４の（ａ）及び（ｂ）に示す電極体２０８の後端面２０８ｂは、不図示の冷却装置に
より冷却されている。冷却装置は、電極体２０８の後端面２０８ｂに向けて冷却空気を吹
き付ける複数の風冷管を備え、冷却空気の供給量を調節することで、電極体２０８の冷却
量を調節可能に構成されている。すなわち、冷却装置は、冷却空気の供給量を増減させる
ことで、電極体２０８の冷却量を増減させることができる。
【００４７】
　本実施形態では、上記の式（９）で求めた浸食速度Ｓを用い、冷却装置の冷却量が変化
した場合の浸食速度Ｓと冷却量Ｕの複数のデータを取得して、図５に示すように、浸食速
度Ｓと冷却量Ｕとの相関を求める。さらに、求めた相関に基づいて、浸食速度Ｓを低下さ
せるように、電極体２０８の冷却量（冷却空気の供給量）Ｕを調節する。具体的には、図
５に示す負の相関が得られた場合には、電極体２０８の冷却量をガラス原料の溶解に影響
が出ない範囲でできるだけ多くすることで、浸食速度Ｓを低下させ、電極体２０８を延命
することができる。したがって、本実施形態によれば、電極体２０８を溶融ガラスＭＧ方
向に押し出す周期を延長し、溶解槽２０１の操業期間をさらに延長することができる。
【００４８】
　なお、本発明は上記の実施形態に限定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲において
、種々の改良や変更をしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明の方法は、溶融ガラスを成形することによるガラス基板の製造において、特にガ
ラスの溶解工程を有利に行うことを可能とする。
【符号の説明】
【００５０】
２０１　溶解槽
２０８　電極体（電極）
２０８ｂ　後端面
２１０ａ　貫通孔
ＭＧ　溶融ガラス
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              米国特許出願公開第２０１１／００４１５５７（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２０１４－００９１３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－２５０９０６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０３Ｂ　　　１／００－５／４４
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